
独立行政法人国立病院機構柳井医療センター 

短期入所のご案内 
 

◆短期入所の種類について 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（以下、「障害者総合支援法」）」 

 に基づく、指定短期入所事業の医療型短期入所です。 

  

◆短期入所の概要と内容について 

 重症心身障害児・者の在宅生活において、①主介護者が病気で介護がその期間できない

場合、②その他諸事由で在宅介護が困難になった場合、短期入所利用が可能です。短期

入所では、入浴・排泄・食事などの介助を主内容として、医療的管理下における日常生

活支援や相談対応などを適切に提供します。 

 

◆利用の手続きについて 

 住民票に記載のある、市区町村窓口（窓口：障害福祉課）にて、「障害福祉サービス受給 

者証」の申請・交付を受けて下さい。すでに、「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの 

方については、サービス名称の変更申請・交付が必要となります。 

＊新規で申請を行う場合は、下記の手順で交付までに期間が必要となります。 

①申請 → ②受付 → ③障害支援区分認定調査 → ④審査判定 → ⑤支給決定 →⑥交付 

 

＊当院を利用する場合、サービス種別（例）として、 

 ・１８歳未満の場合「短期入所（重心）」 

 ・１８歳以上の場合「医療型（療養介護）」の記載が必要となります 

注）市町村により記載が異なりますので、柳井医療センターの医療型短期入所（重心）

を利用したいとお伝え下さい。 

 

◆利用日数について 

 １カ月に利用可能な日数は、「障害福祉サービス受給者証」に記載されています。その日

数を超えて短期入所を利用すると全額自己負担となりますので、もし利用可能日数を超え

そうな場合は市区町村窓口（窓口：障害福祉課）か柳井医療センター職員へご相談くださ

い。 

 

◆利用料について 

 短期入所にかかる利用料は以下のとおりです 

 （１）基本利用料は介護給付の１割負担です。ただし、利用者又は扶養義務者の前年度 
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所得に応じて「障害福祉サービス受給者証」に負担上限月額が定められています。 

また、他サービスを併用された場合、負担上限月額範囲で負担額が調整される場合が 

あります。 

 （２）その他の費用（基本利用料に含まれない料金については下記のとおり） 

①食費・・・・・・・・・・・食事提供体制加算がある場合  ７０円（１食/日） 

                            ６２０円（２食/日） 

                          １，１７０円（３食/日）  

無い場合 ５５０円（１食/日） 

  ②日用品費・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

 

◆利用までのおおまかな流れ 

①柳井医療センターへ連絡・見学・外来受診（かかりつけ医の紹介状や「基礎情報」を作

成し持参下さい） 

②支給決定、当院と利用契約、お試し利用（原則「短期入所」としてお試し利用とします） 

③柳井医療センター短期入所の利用申込み・予約（場合によっては医療入院とします） 

④短期入所利用 

 

◆留意事項 

 ○病院と利用者相互の安全のため、御家族付き添でのお試し利用を 1泊 2日程度おこな

って頂きます（原則、短期入所）。 

 ○利用申し込みは希望日の１か月前より受け付け致します。 

○利用受け入れ日入退所日は、原則、平日とします。入退所時間は１０時～１４時。 

＊退所日は要相談とします。 

＊予定時間の変更がある場合は、速やかに連絡をお願いします。 

＊利用期間は、１泊２日から３泊４日までの利用とさせていただきます。日帰り短期

入所の受付はおこなっておりません。 

○他の入院患者さんの病状・感染症流行期などにより、対応できない場合や利用希望日

の変更があります。 

○医療処置や治療等が必要となった場合は、原則、ご家族にお迎えに来ていただき、帰

宅（別の医療機関の受診含）いただきます。緊急やむを得ない場合、ご家族の迎えま

での間、外来受診することで可能な範囲での治療対応を行います。 

  


